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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年９月２９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月１６日 ２２時２５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つしま

市厳原
いずはら

港東方沖（公海上） 

 対馬市美津島町所在の折瀬鼻灯台から真方位１２９°８.２海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°１２.８′ 東経１２９°３１.１′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 NO.3 DAE
テ

 GWANG
グワァン

 HO
ホー

（大韓民国籍）、２９トン 

   ９５１００１９－６４９７２０４、個人所有 

   ２０.２０ｍ（Lr）×不詳×不詳、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２８５kＷ、進水年月日不詳 

Ｂ 漁船 豊 漁
ほうりょう

丸、１８トン 

   ＮＳ２－１０２６７（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.６５ｍ（Lr）×４.２３ｍ×１.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和６１年１２月１４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ４８歳 

   六級海技士（航海）（大韓民国発給） 

    交付年月日 不詳 

    有効年月日 不詳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳   

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５５年１月３１日 

免許証交付日 平成２０年１月１０日 

           （平成２５年１月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首に欠損 

Ｂ 左舷中央部に破口 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、厳原港東方沖を航行中、集魚灯を

点灯して漂泊中のＢ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１７時３０分ごろ、厳原港東方沖に

おいて、パラシュート型アンカーを投入して漂泊し、３kＷの集魚灯を２０

個点灯していか一本釣り漁を開始した。 

船長Ｂは、集魚灯を点灯しているので他船がＢ船に気付いてくれるもの
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と思い、船首を北西に向けたＢ船の前部甲板で作業中、Ａ船の機関音が聞

こえて左舷側至近に迫ったＡ船に気付いたが、平成２２年１２月１６日２

２時２５分ごろ、折瀬鼻灯台から真方位１２９°８.２Ｍ付近において、Ａ

船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突し、Ｂ船の機関室に浸水して航行

不能となった。 

船長Ｂは、直ちに海上保安庁に１１８番通報するとともに僚船に連絡し

た。 

船長Ｂは、僚船に移乗して厳原港に帰港し、Ｂ船は、浸水量が増加して

転覆し、転覆状態で巡視艇により厳原港にえい
．．

航された。 

Ａ船は、衝突後、事故発生場所付近で漂泊していた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮流 ほとんどなし 

 その他の事項 Ｂ船の操業海域には、多数のいか一本釣り漁船が操業していたが、近く

の漁船で約２Ｍ離れていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ船は、厳原港東方沖を航行中、前路で集魚灯

を点灯して漂泊中のＢ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ａ船は、漂泊中のＢ船と衝突したものと考えら

れるが、Ａ船から本事故に関する情報を得ること

ができなかったので、Ａ船の運航状況などを明ら

かにすることはできなかった。 

Ｂ船は、厳原港東方沖で集魚灯を点灯して漂泊

中、船長Ｂが、前部甲板で作業を行っていて接近

するＡ船に気付かずに漂泊を続け、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、厳原港東方沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船が集魚灯

を点灯して漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・対馬周辺海域においては、集魚灯を点灯し、漂泊して操業中のいか釣

り漁船が多いので注意すること。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 




